
数字は暫定値となります。       令和８年６月号 

埼玉県警察ホームページ https://www.police.pref.saitama.lg.jp/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

令和８年 9 月 1 日から 

生活道路(中央分離帯のない狭い道路) 

の法定速度が６０キロから３０キロ 

に引き下がるので運転手の方は注意！ 

問い合わせは下記まで↓ 

 警察庁ＨＰ    全国都道路府県警察ＨＰ 

   ↓          ↓ 

 

 働く資格のない外国人を雇用したり、斡旋した場

合は、出入国管理及び難民認定法の不法就労助

長罪で、処罰対象となります！ 

 

※ 詳細は出入国在留管理庁のホームページを 

 確認してください！ 

 

 iphone の方 

 

 

Android の方 

 

 

① 「要注意番号」には発信時に遮断  
   または警告！ 
  （要注意番号リストの場合） 

② 全国 500 万件の企業名称を表示！  
   （i タウンページの登録事業者の場合） 

③ 警察庁から提供される最新の防犯  
  情報を通知 

④ 電話に出る前、かける前に知らな  

  い番号を検索できる 
 


